
資料６ 

 

 

今 後 の 予 定 

 

 

 

１ 今後のスケジュール（予定） 

 

 29年 11月 18日（土） 第５回認知症の人にやさしいまちづくりに関する 

有識者会議 

 

※（仮称）認知症の人にやさしいまちづくり条例案 

について議論 

 

 

   29年 12月～  （仮称）認知症の人にやさしいまちづくり条例案の 

    パブリックコメント 

 

 

   30年 2月  平成 30年第１回定例市会に（仮称）認知症の人に 

やさしいまちづくり条例案を上程 

 

 

   30年 4月     （仮称）認知症の人にやさしいまちづくり条例施行 

 

     ※事故救済制度の施行は平成 31年度からの予定 

              （平成 30年秋頃までを目処に制度の内容を検討） 

 

 

 

２ 事故救済制度に関する専門部会 

 

制度の内容を検討するため、引き続き開催していく 


